
 
〈 記入方法 〉 

○所持する免許状の欄の書き方について〔受講者本人記入欄〕 

免許状の種類 教科・特別支援教育領域 

幼稚園教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
 

小学校教諭（普通・特別） 

専修・一種・二種免許状 

（特別のみ） 

国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育 

中学校教諭（普通・特別） 

専修・一種・二種免許状 

国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、職業実習、外国語（英

語、ドイツ語、フランス語その他の外国語）、宗教 

高等学校教諭（普通・特別） 

専修・一種免許状 

国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭

実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習

、商船、商船実習、職業指導、外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語）、宗教 

（一種のみ） 

柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理、計算実務 

特別支援学校教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者 

特別支援学校自立教科教諭

（普通・特別） 

一種・二種免許状 

理療、理学療法、音楽、理容、特殊技芸（美術、工芸、被服） 

特別支援学校自立活動教諭

（普通・特別） 

一種免許状 

視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育 

養護教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
 

栄養教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
 

 

○受講対象者の証明の方法について〔証明者記入欄〕 

受講対象者の区分 証明の方法 

教育職員・ 

教育の職に

ある者 

教育職員（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教

諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教

諭、保育教諭、助保育教諭、講師） 

（免許法第９条の３Ⅲ①） 

 

校長(園長）、副校長（副園長）、教頭、実習助手、寄宿

舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

（免許状更新講習規則第９条Ⅰ①） 

公立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は教育委員会 

国立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

私立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

共同調理場に勤務

する学校栄養職員 

場長の証明 

※場長本人の場合は教育委員会 

指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関

する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者（免許状更新講習規則

第９条Ⅰ②） 

任命権者の証明 

国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者として免許管理者が定める

者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ③） 
任命権者又は雇用者の証明 

その他文部科学大臣が定める者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ④） その者の任命権者・雇用者の証明 

教員採用内

定者・ 

教員採用内

定者に準ず

る者 

教員採用内定者（免許法第９条の３Ⅲ②） 任用又は雇用予定の者の証明 

教員勤務経験者（免許状更新講習規則第９条Ⅱ①） 任用・雇用していた者の証明 

認定こども園および認可保育所の保育士（※注） 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の長の証明 

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の設置者の証明 

教育職員となることが見込まれる者（臨時任用リスト登載者等）（免許状更新

講習規則第９条Ⅱ③） 
任用又は雇用する可能性がある者の証明 

（※注）免許状更新講習規則の一部を改正する省令（平成 25 年文部科学省令第 23 号）の施行（平成 25 年 8 月 8日）により、認可保育所に

勤務する保育士は、設置者が幼稚園を設置しているかどうかにかかわらず、受講対象者となった。 


